
 
報道関係者各位 

2018年 6月 5日 

 

 

高年齢労働者の安全と健康確保のための 

100のチェックリストを活用した職場改善ツール 

「エイジアクション 100」を開発 
 

中央労働災害防止協会（中災防：会長 中西 宏明（日本経済団体連合会会長））は、

高年齢労働者の安全と健康確保のための 100の取り組み（エイジアクション）を盛

り込んだチェックリストを使って職場の課題を洗い出し、具体的な改善につなげる

ツール「エイジアクション 100」を開発しました（別添に概要版）。 

 

少子・高齢化の進展に伴い、高年齢者がその知識と経験を活かして積極的に活躍

できる「生涯現役社会」の実現が求められています。しかしそうした中で、50歳以

上の労働災害は全体の約半数を占め、発生率も若年者に比べて高く（図１）、また高

年齢労働者の労働災害防止対策に取り組んでいる事業所も約半数にとどまっている

のが実情です（図２）。 

 

高年齢労働者の労働災害の発生には、加齢に伴う身体・精神機能の低下などを考

慮した対策が必要で、2018～2022年度を計画期間とする国の第 13次労働災害防止

計画にも、高年齢者の労働災害防止対策が重点事項として盛り込まれました。 

今後、ますます増加が見込まれる高年齢労働者が、安全で健康に働き、その能力

を最大限に発揮できるような職場環境の整備、働き方の見直し等の取り組みを促す

ために開発したのが「エイジアクション 100」です。 

 

中災防では、多くの企業に「エイジアクション 100」を活用してもらうため、７

月の全国安全週間（１～７日）に集中的に周知活動を行う都道府県労働局・労働基

準監督署および労働災害防止団体、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

をはじめ、経済団体などに幅広く配布します。また、当協会ホームページに特設サ

イト（http://www.jisha.or.jp/research/ageaction100/index.html）を設け、そこからダ

ウンロードして自由に使えるようにして普及・啓発を図っていきます。 

さらに、エイジアクション 100の概要や活用方法などを解説する無料セミナー（６

月７日、東京）も開催します。 

 

「エイジアクション 100」の主な特徴、無料セミナーの概要は下記のとおり。 

（裏面へ続く） 



 

 

 

 

※この資料は、厚生労働記者会、厚生労働省労政記者クラブ、厚生日比谷クラブに配布しています。 

 

中央労働災害防止協会 

 教育推進部長     中屋敷 勝 也 

教育推進部審議役   下 村 直 樹  

（電話）03－3452－6389  
 

【照会先】 

 総務部 広報課長    高 橋 まゆみ        

 (電話)03-3452-6542   

 

「エイジアクション 100」の主な特徴 
 

① 高年齢労働者の安全と健康確保のための 100 の取り組み（エイジアクション）を推奨し

ており、これを盛り込んだチェックリスト（概要版８～13 ページ）を活用して、現在の取組

状況をチェックすることにより、職場の課題を洗い出すことができる（概要版６ページ。

図３に職場改善の流れ）。 

エイジアクション中には、高年齢労働者を対象とした取り組みに加えて、高齢期を健康

で安全に働けるようにするための若年時からの準備（エイジ・マネジメント）の取り組みも

盛り込んでいる。 

 

② チェックリストの解説を付し、加齢に伴う身体・精神機能の低下による労働災害の発生

リスクの低減のための対策、高年齢労働者が働きやすい職場環境の整備や働き方の見

直し等のポイントを理解しやすくしている。 

 

③ チェックの結果を基に、労働災害に直結する可能性の高い事項を優先して取り上げるこ

とができる（概要版 21ページ）。ＰＤＣＡサイクルの下で取り組みを継続することにより、着

実にスパイラルアップできる。 

 

「高年齢労働者の安全と健康確保のための職場改善セミナー」 

生涯現役社会の実現につながる高年齢者の安全と健康確保のための職場改善に向けて 

 

１ 日時：２０１８年６月７日（木）１４：００～１６：００（受付開始 １３：３０） 参加無料 

２ 会場：女性就業支援センターホール（東京都港区芝５－３５－３ 女性就業支援センター４階） 

３ 定員：２００人 

※ 参加者全員に「エイジアクション 100」をお渡しします。 

・問い合わせ先：中災防 教育推進部 

（電話）03－3452－6389  （メール）kyoiku@jisha.or.jp 



（図１）年齢別の年千人率（2016年） 

 

（資料出所）「労働者死傷病報告」（厚生労働省）、「労働力調査」（総務省） 

※年千人率とは、労働者 1,000人当たり１年間に発生する死傷者数を示す。 

（注）年千人率＝１年間の死傷者数（a）／１年間の平均労働者数（b）×1,000 

（a）は「労働者死傷病報告」（厚生労働省）、（b）は「労働力調査」（総務省）の「雇用者数」（役員を含む。）

の数値を基に算出している。 

 

（図２）企業における高年齢労働者（50歳以上）の労働災害防止対策の取組状況

 
（資料出所）労働安全衛生調査（実態調査）（2016 年、厚生労働省） 
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（％） 
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～ 
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（図３）「エイジアクション 100」を活用した職場改善の流れ 

（１）現状把握 

事業所における過去の労働災害の発生状況、高年齢労働者の作業負荷の程度や健康状況等

の現状把握を行います。 

 

 

 

（２）チェックの実施 

① チェックの実施 

チェックリストを活用して、チェックリストの解説やその他の参考資料を参照しつつ、

チェックを行います。 

② 優先度のマーク 

「×」が付された項目のうち、優先度が高いと考える項目に、チェックの際に、マーク

を付しておきます。 

 

 

 

 

（３）職場改善の実施 

① 取組事項の選定 

ア 「×」が付された項目のうち優先度が高いものについて、職場改善計画を作成し、安

全衛生委員会等において検討を行い、事業所としての方針を決定した上で、取組を進め

ます。 

イ 「主な業種別の最優先取組事項」の中で「×」が付された項目については、そのまま

放置した場合には、労働災害に直結する可能性が高いことから、できる限り優先して取

組を進めます。 

 

② 職場改善策の検討 

職場改善策を検討するに当たっては、国等において示されている各種の労働災害防止や 

健康確保に関するパンフレット等のリストを参考にします。 

 

③ ＰＤＣＡサイクルの仕組みによる着実なレベルアップ 

   職場改善の取組の１サイクルは、主に６か月～１年くらいのサイクルで継続実施するこ 

とにより、中長期的・継続的な取組として、着実にレベルアップしていけるようにします。 



エイジアクション100
～ 生涯現役社会の実現につながる高年齢労働者の
　　   安全と健康確保のための職場改善に向けて ～

別添
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１　高年齢労働者の戦力としての活用

２　高年齢労働者の安全衛生の総括管理

（１）基本方針の表明

（２）高年齢労働者の安全衛生対策の推進体制の整備等

３　高年齢労働者に多発する労働災害の防止のための対策

（１）転倒防止
　①　つまずき、踏み外し、滑りの防止措置

　②　安全な作業靴の着用

　③　歩行時の禁止事項

　④　危険マップ等の作成・周知

（２）墜落・転落防止
　①　高所作業の回避

　②　作業床・手すり等の設置

　③　保護具の使用
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　④　墜落・転落防止設備の作業前確認

　⑤　はしご・脚立の使用の回避

　⑥　はしご・脚立の安全使用

（３）腰痛予防
　①　作業姿勢

　②　重量物の取扱い

　③　介護・看護作業

（４）はさまれ・巻き込まれ防止
　①　ガードの設置

　②　安全装置の設置

　③　標識・表示等

　④　機械の保守・点検時の停止

　⑤　服装の確認

　⑥　安全装置の確認

（５）交通労働災害防止
　①　適正な労働時間管理・走行管理

9

チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

Ⅲ



　②　安全健康問いかけ等

　③　運転適性の検査

　④　交通安全教育の実施

　⑤　交通安全情報マップの作成・周知

　⑥　先進安全技術を搭載した車両の導入

　⑦　異常気象時等の対応

　⑧　点検・整備

（６）熱中症予防
　①　作業計画の策定等

　②　暑さ指数（ＷＢＧＴ値）の把握

　③　暑さ指数を下げるための設備の整備

　④　休憩場所の整備

　⑤　涼しい服装

　⑥　作業時間の短縮等

　⑦　熱への順化

　⑧　水分・塩分の摂取

　⑨　健康診断の有所見者への対応
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　⑩　健康問いかけ

　⑪　作業中の巡視

４　高年齢労働者の作業管理

（１）作業内容の調整や作業開始前の準備体操

（２）作業負荷の軽減

（３）作業ペースや作業量のコントロール

（４）休憩・休止

５　高年齢労働者の作業環境管理

（１）視覚環境の整備

（２）聴覚環境の整備

（３）寒冷環境への対応

11

チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

Ⅲ



６　高年齢労働者の健康管理

（１）健康診断と事後措置の確実な実施等
　①　健康診断の確実な実施等

　②　健康診断の事後措置

　③　保健指導、健康相談等

　④　精密検査や医療機関への受診の勧奨

　⑤　病気休職後の職場復帰

　⑥　体調不良時等に対応できる体制の整備

（２）メンタルヘルスケア
　①　高年齢労働者の特性への配慮

　②　研修・情報提供

　③　相談窓口の設置

　④　ストレスチェック

　⑤　職場復帰の支援

（３）転倒・腰痛等の予防のための体力測定・運動指導

（４）がんの教育と検診
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７　高年齢労働者に対する安全衛生教育

（１）安全衛生教育の確実な実施

（２）加齢に伴う身体・精神機能の低下に対応するための安全衛生教育

（３）教育・指導の実施に当たっての高年齢労働者の特性への配慮

８　高年齢労働者の勤労条件

（１）勤務形態・労働時間

（２）夜勤

（３）安全や健康の確保に配慮した職務配置

（４）高年齢労働者の円滑な職場適応

（５）治療と仕事との両立支援

９　高齢期に健康で安全に働くことができるようにするための若年時からの準備（エイジ・マネジメント）

（１）健康づくりの支援

（２）女性特有の健康上の課題（母性健康管理、乳がん・子宮がん、更年期障害、骨粗しょう症等） についての支援

（３）長時間労働の抑制やワーク・ライフ・バランスの確保

（４）キャリア形成の支援
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１　高年齢労働者の戦力としての活用

２　高年齢労働者の安全衛生の総括管理

（１）基本方針の表明
（２）高年齢労働者の安全衛生対策の推進体制の整備等

３　高年齢労働者に多発する労働災害の防止のための対策

（１）転倒防止

（２）墜落・転落防止
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（３）腰痛予防

（４）はさまれ・巻き込まれ防止

（５）交通労働災害防止

（６）熱中症予防
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４　高年齢労働者の作業管理

（１）作業内容の調整や作業開始前の準備体操
（２）作業負荷の軽減
（３）作業ペースや作業量のコントロール
（４）休憩・休止

５　高年齢労働者の作業環境管理

（１）視覚環境の整備
（２）聴覚環境の整備
（３）寒冷環境への対応

６　高年齢労働者の健康管理

（１）健康診断と事後措置の確実な実施等

（２）メンタルヘルスケア

（３）転倒・腰痛等の予防のための体力測定・運動指導

（４）がんの教育と検診
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７　高年齢労働者に対する安全衛生教育

（１）安全衛生教育の確実な実施

（２）加齢に伴う身体・精神機能の低下に対応するための安全衛生教育
（３）教育・指導の実施に当たっての高年齢労働者の特性への配慮

８　高年齢労働者の勤労条件

（１）勤務形態・労働時間
（２）夜勤

（３）安全や健康の確保に配慮した職務配置
（４）高年齢労働者の円滑な職場適応
（５）治療と仕事との両立支援

９　高齢期に健康で安全に働くことができるようにするための若年時からの準備（エイジ・マネジメント）

（１）健康づくりの支援

（２）女性特有の健康上の課題（母性健康管理、乳がん・子宮がん、更年期障害、骨粗しょう症等）についての支援

（３）長時間労働の抑制やワーク・ライフ・バランスの確保

（４）キャリア形成の支援
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